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○ 取扱い 

1 次の薬剤を胃粘膜保護剤として処方した場合の算定は、原則として認

められない。 

 ⑴ 薬効分類番号 2325H2遮断剤 

 ⑵ ドンペリドン（ナウゼリン錠等）、チキジウム臭化物（チアトンカ

プセル等） 

2 次の薬剤を処方した場合の胃粘膜保護剤としてのプロトンポンプ・イ

ンヒビター（タケプロンカプセル等）の算定は、原則として認められな

い。 

 ⑴ ワーファリン錠 

 ⑵ 合成副腎皮質ホルモン剤（プレドニゾロン錠等） 

 ⑶ 解熱鎮痛消炎剤（ロキソニン錠等） 

 

○ 取扱いの根拠 

 H2遮断剤は、H2 受容体に拮抗的に作用し、胃酸分泌を抑制する作用を

有する医薬品である。また、ドンペリドン（ナウゼリン錠等）は、胃・十

二指腸のドパミンの働きを抑えて消化管運動を改善し、くわえて、吐き気

に関与する CTZ に作用して制吐作用をもたらし、チキジウム臭化物（チ

アトンカプセル等）は、抗ムスカリン作用により消化管等の平滑筋の痙攣

や運動機能の亢進を改善する作用を有する医薬品である。したがって、こ

れらの薬剤は、それぞれが粘膜保護剤とは異なる薬理作用を有し、効能・

効果も異なる。 

 以上のことから、薬効分類番号 2325H2遮断剤、ドンペリドン（ナウゼ

リン錠等）やチキジウム臭化物（チアトンカプセル等）を胃粘膜保護剤と

して処方した場合の算定は、原則として認められないと判断した。 

 また、プロトンポンプ・インヒビター（タケプロンカプセル等）は、胃

の壁細胞のプロトンポンプに作用し、胃酸の分泌を抑制する作用を有する

医薬品であり、添付文書の主な効能・効果は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆

流性食道炎、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の

再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰



瘍の再発抑制等であり、粘膜保護作用は有していない。 

 以上のことから、、ワルファリンカリウム（ワーファリン錠等）、合成副

腎皮質ホルモン剤（プレドニゾロン錠等）、解熱鎮痛消炎剤（ロキソニン

錠等）を処方した場合の胃粘膜保護剤としてのプロトンポンプ・インヒビ

ター（タケプロンカプセル等）の算定は、原則として認められないと判断

した。 

 

 


